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平成１２年度に介護保険制度がスタートして３年

がたちました。介護保険制度では、制度を健全に運

営するため５年を１期として３年ごとに事業計画が

見直されます。平成１５年度は見直しの年にあたり、

４月からは新しい事業計画に沿って介護保険が運営

されています。

新しい事業計画では、制度開始から今までの介護

サービスの利用実績と、将来の利用見込みに基づき

新しく介護保険料が設定されます。
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対　　　象　　　者 保険料額（年額）

２１，６００円

３２，４００円

４３，２００円

５４，０００円

６４，８００円

※平成１５年度から第４段階と第５段階の境界となる基準所得金額が２５０万円から２００万円に変わりました。
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〈介護保険の財源〉

〈６５歳以上の方の保険料基準額の決め方〉

〈平成１５年度からの保険料額〉

松前町で必要と
する介護サービ
ス の 総 費 用 額
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６５

保 険 料 基 準 額
（年額）
４３，２００円

・老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の場合

・生活保護の受給者 （基準額×０.５）

・本人及び世帯全員が住民税非課税 （基準額×０.７５）

・本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がいる場合 （基準額）

・本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円未満の方（基準額×１.２５）

・本人が住民税課税で合計所得金額が２００万円以上の方 （基準額×１.５）
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